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一般共通事項 

 

 （業務の着手） 

第１条 業務委託契約締結後、早期に監督職員と設計施工について打合せを行い、現

場を確認のうえ業務を着工すること。なお、打合せ事項については必要に応じて議

事録を監督職員に提出すること。 

（疑義の解釈）  

第２条 本業務は、逗子市財務規則に基づき別途特記仕様書、添付図面等によって行

い、定める事項について疑義を生じた場合の解釈は、当該業務を担当する監督職員

の指示に従わなければならない。 

 ２ 仕様書等に明記していない事項であっても、業務履行上必要なものがあった場合

は、発注者、受注者で協議するものとする。 

（法令関係の遵守） 

 第３条 受注者は、業務履行に当たり、業務に関する諸法規その他諸法令を遵守し、

業務の円滑なる進捗を図ると共に、諸法令の運営適用は受注者の負担と責任におい

て行わなければならない。 

（施設の保全） 

 第４条 構造物等を汚染し、またこれらに損害を与えた時は受注者の責任で復旧し 

なければならない。 

（資格を必要とする作業） 

 第５条 資格を必要とする作業は、それぞれの資格を有する者が行わなければならな

い。 

（作業終了後の処理） 

 第６条 作業が完成した時、受注者は速やかに不要材料及び仮設物を処分若しくは撤

去し、使用箇所等を清掃しなければならない。 

（安全管理） 

 第７条 受注者は、業務の履行に当たっては常に細心の注意をはらい、労働安全衛生

法（昭和 47 年 6 月 8 日法律第 57 号）並びに関係法令を遵守し、公衆及び従業員

の安全を図らなければならない。 

 ２ 作業中は所要の従業員を配し、現場内の整理整頓と安全作業に努めなければなら

ない。 

 ３ 重要な工作物に接近して作業する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時

の応急措置及び連絡方法について監督職員と協議し、これを遵守しなければならな

い。 

 ４ 火薬、ガソリン等の危険物を使用する場合には、保管及び取扱について関係法令

の定めるところに従い、万全の方策を講じなければならない。 



 

 

５ 火薬類を使用し作業する場合は、あらかじめ監督職員に使用計画を提出しなけれ

ばならない。 

 ６ 遣方、山囲、覆土、締切、排水等の仮設及び特に重要物を扱う足場は、堅固な構

造としなければならない。 

 ７ 作業現場に業務関係者以外の立入を禁止するため、監督職員と協議のうえ、その

地域へ適当な柵を設けると共に、立入禁止の表示をしなければならない。 

 ８ 豪雨、高潮及び台風等出水の恐れのある時は、受注者は昼夜の別なく所要の人員

を現場に待機させると共に、応急措置に対する準備をしておかなければならない。 

 ９ 作業現場の秩序を保つと共に、火災、盗難等の事故防止に必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（作業写真） 

 第８条 受注者は、作業中の写真を撮影し、業務着手前、施工中、完成時の工程順に

整理編集し、作業完了後写真帳を提出すること。 

２ 作業看板には、部品名、工程、寸法等を記載すること。 

３ 使用材料、部品納入時及び埋没部は、監督職員の立会のもと撮影すること。 

（作業用電力及び作業用水） 

 第９条 作業用電力及び作業用水等は発注者が無償で支給するが、予め監督職員に許

可を得るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

最終処分場残余容量測量業務委託特記仕様書 

 

１ 業務名 

  最終処分場残余容量測量業務委託 

 

２ 業務の目的 

本業務は、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の 

基準を定める省令第 1条第 2項 19」の規定に基づき、現在使用中の第三期一般廃棄 

物最終処分場（以下「最終処分場」という。）の現時点における埋立残余容量を算定 

するための測量及び、過去資料等を参照した最終処分場の埋立完了推定時期の算定、 

その他付帯業務を委託するものである。 

 

３ 履行場所 

  逗子市池子４丁目 956 番地（逗子市環境クリーンセンター内） 

 

４ 契約期間 

  契約日から令和８年３月 31 日まで。 

 

５ 資格要件等 

受注者は、次の各項に適合しなければ本業務を受注してはならない。 

(1)測量法に基づく測量業者の登録を受けておりかつ、有効期間内に履行期間が含まれ 

ていること。履行期間中に有効期間が期限を迎える場合は、更新申請を行うものと 

し、更新申請書の写しを発注者へ提出しなければならない。 

(2)受注者と測量法に基づく測量士登録をしている者が、入札参加申込日以前に３ヵ月 

 以上直接雇用関係にあり本業務の主任技術者として選任できること。 

(3)入札参加申込日より５年以内に最終処分場測量の官公庁発注元請実績があること。 

(4)神奈川県暴力団排除条例（平成 22 年神奈川県条例第 75 号。）及び、逗子市暴力団 

排除条例（平成 23 年逗子市条例第 15 号。）で定める、暴力団員、暴力団員等、暴力 

団経営支配法人等に該当していないこと。下請負事業者を含むすべての業務関係者 

についても同様とする。 

 

６ 提出書類等 

受注者は、業務着手時までに次の(1)から(8)までの書類を提出し、業務完了時には

(9)、(10)の書類を提出しなければならない。 

(1)測量業者登録証の写し 



 

 

(2)測量業務の元請実績書（様式不問：発注者、発注件名、契約年月（直近３年以内 

５件程度）、受注内容の一覧表に受注者名、住所、代表者役職、代表者氏名、代 

表者印が押印されているもの。） 

(3)業務着手届（第 74 号様式） 

(4)業務計画書 

(5)全体工程表（契約日から履行期限まで。） 

(6)業務委託現場代理人等選任届（第 86 号様式） 

(7)測量士登録証明書の写しまたは、測量士名簿記載事項証明書の写し 

(8)契約金額内訳書 

(9)業務完了届（第 81 号様式） 

(10)業務報告書（実施工程表含む。） 

(11)その他発注者が指示する書類 

 

７ 業務内容 

(1)最終処分場において現地測量を行い現状地盤での埋立容量を算定し、埋立計画容 

量に対する埋立残余容量を求め、過去３年分の埋立実績量から埋立完了推定時期を 

算定する。 

 (2)現地作業 

① 基準点設置・観測 

② 平板測量（基準点より現況を 3 次元観測する。）【縮尺 1/500】 

③ 縦断測量（中心点、変化点観測）【縮尺 1/200】 

④ 横断測量（横断間隔 20ｍ以下）【縮尺 1/200】 

ただし、地形の変化点は随時追加する。 

(3)残余容量の算定 

現地測量結果に基づき、残余容量を算定する。なお、埋立残余容量の算定方法等 

の詳細については、「最終処分場残余容量算定マニュアル（平成 17 年 3 月 環境省 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課・産業廃棄物課）」に準ずるもの 

とし、改訂版がある場合は、最新版を使用するものとする。 

(4)埋立完了推定時期の算定 

前記(2)に基づき、発注者が貸与する当該最終処分場への直近３年間の埋立実績 

データと搬入廃棄物の単位体積重量換算値（埋立処分容量）から、埋立完了推定時 

期を算定する。 

(5)打合せ・業務報告書作成 

  ①発注者と受注者が打合せ行った場合は、議事録を提出するものとする。 

  ②本条に記載の測量結果、内容等をまとめ業務報告書を作成のうえ、発注者へ提出 

するものとする。 



 

 

８ 最終処分場諸元 

（1）埋立面積    7,950ｍ2 

（2）埋立計画容量  55,892ｍ3 

 

９ 資料の収集等 

（1）本業務の遂行上必要な資料等の収集、検討等は、受注者が行うものとするが、発 

注者が所有し業務に活用できる資料、図面等は無償で貸与できるものとする。 

(2) 受注者は、発注者から貸与を受けた資料、図面等を損傷させた場合は、受注者の 

責任において、原状復旧する義務を負うものとする。 

 

10 完成図書等 

（1）受注者は、業務が完了した時は、発注者に完成図書等を提出しなければならない。 

(2)完成図書等の内容、仕様は次のとおりとする。 

①業務報告書（Ａ４版パイプファイル。現況平面図、縦断図、横断図 Ａ３折込図面 

含む。縮尺は監督職員と協議するものとする。） ３部 

ア 埋立残余容量計算書（最終覆土量と廃棄物量） 

イ 埋立完了時期推定計算書 

  ウ 使用機材リスト 

②図面（ケース入り。測量結果含む。Ａ１版及びＡ２版） 各１部 

現況平面図（縮尺 1/500）、縦断図（縮尺 H=1/500、V=1/200）、 

横断図（縮尺 1/200） 

③電子データ（前２号の原稿をＣＤ化したもの） １部 

④作業写真帳 １部 

（3）業務報告書は、各項目別に見出しをつけて作成するものとし、編集方法について 

は、監督員と調整すること。 

(4) 作業状況写真撮影は、測定場所、測定状況、測定日等を記載した黒板等と測定機 

器を入れて撮影するものとし、状況及び場所等が容易にわかる鮮明な写真とする。 

（5）撮影した写真は、写真帳にまとめ各項目、場所別に状況等を記載して作成するも 

のとする。 

（6）受注者は、本業務に文献または他の資料等を引用した場合には、成果品にその文 

献、資料名を記載しなければならない。 

 (7)完成図書等の著作権はすべて本市に帰属するものとする。 

(8)受注者は、本業務完了後も、納品した完成図書等に不備が発見された場合は、添削 

内容を発注者、受注者で協議のうえ、発注者の指示により誠意をもって対応しなけ 

ればならないものとし、これに要する経費はすべて受注者の負担とする。 

 



 

 

11 作業計画 

（1）受注者は、業務の履行に当たり、作業項目別の業務計画書を作成のうえ、契約後 

速やかに発注者に提出し、承諾を得なければならない。 

（2）受注者は、発注者と作業日程について十分に事前調整を行わなければならない。 

 

12 処分場内作業 

（1）受注者は、処分場内の作業は、年末年始を除き祝日を含む月曜日から金曜日まで 

の正午から午後１時を除く、午前８時 15 分から午後５時までとし、これ以外の曜 

日、時間帯に作業を行う場合は、事前に発注者と協議しなければならない。 

(2) 受注者は、処分場への立入りは、旧浄化センターを経由するルートと、環境クリ 

 ーンセンター処理棟側から仮設階段を使用して立入るルートの両方可能とする。 

(3) 受注者は、旧浄化センターを経由して入退場する場合は、同センター内の業務受 

注職員に声掛けをするものとし、業務受注職員の指示に従うものとする。 

(4) 受注者は、旧浄化センター内の立入時間は、年末年始及び土日を除き、祝日を含 

む月曜日から金曜日までの午前８時 30 分から午後３時 30 分までとし、午後３時 

30 分には、旧浄化センター敷地内から完全に退場しなければならない。 

（5）受注者は、環境クリーンセンター処理棟側から処分場内に立入る場合は、車両進 

入は、第３処分場進入路の仮設階段前までとし、その先の橋脚部分には、車両を進 

入させてはならない。 

(6) 受注者は、処分場内に測量目標の木杭等を設置する場合は、敷設してある飛散防 

止シートをめくった後に、設置するものとし、シートを破損させてはならない。 

 シートを破損させた場合は、発注者の事前承諾を得たうえで同等以上のシートに履 

行期限までに交換し、破損させたシートは受注者の責任と負担により処分しなけれ 

ばならない。 

(7) 受注者は、シートをめくって木杭等を設置した場合は、飛散防止の観点から速や 

かに原状復旧するよう努めるものとし、業務完了後は、確実に木杭等を撤去しなけ 

ればならない。 

(8) 受注者は、処分場内に立入る場合は、２名以上で立入らなければならない。 

 

13 安全管理 

（1）受注者は、業務実施にあたり、発注者との連携を密にして、事故が発生しないよ 

う常に安全管理に努めなければならない。 

（2）受注者は、関係法令等を遵守し、業務中及び、指定場所以外では禁煙とし、適正 

な保護具を確実に着用して業務を履行しなければならない｡ 

 (3) 受注者は、事故が発生したときは、直ちにけが人の救護及び二次被害の防止措置 

を行うとともに、発注者に速やかに報告した後、書面にて報告しなければならない。 



 

 

(4) 受注者が、発注者及び第三者の施設若しくは車両等に損傷又は被害を与えた場合 

は、受注者の責任と負担において原状復旧しなければならない。原状復旧できない 

場合は、その損害費用を受注者の負担により賠償しなければならない。 

(5) 最終処分場内では、別途契約した事業者が保守管理作業、補修工事等を行ってい

ることがあるため、測量作業の際は、注意を要するものとする。 

 

14 関係車両等 

（1）履行場所内における受注者関係車両の駐車場所は、発注者の指示によるものとす  

る。 

(2) 受注者は、駐車する関係車両のダッシュボード等、外部から容易に確認できる位

置に受注者名を表記したＡ４以上の用紙を掲示するものとする。 

 

15 支払方法等 

（1）受注者は、委託業務が完了したときは、発注者に業務完了届を提出しその検査の 

合格をもって、適法な手続きに従って契約金額の支払を請求することができる。 

（2）発注者は、前項の規定による支払請求があったときは、その日から30日以内に支 

払うものとする。ただし、これにより難いときは、45日以内とする。 

(3)委託料の支払いは一括払いとする。 

 

16 その他 

(1)受注者は､発注者が保有する資料等を支障のない範囲で借用できるものとし､貸与 

を受ける場合は、そのリストを作成し、発注者の承諾を受け、借用した資料は業務 

完了時までにすべて返却するものとする。 

(2)受注者は、業務中トラブルが発生した場合は、業務を一旦中止し、発注者と協議の 

うえ、後日改めて再測量しなければならない。また、測量結果に疑義が生じた場合 

においても再測量を実施しなければならない。なお、再測量に掛かる費用は受注者 

の負担とする。 

(3)受注者は、発注者から報告書について説明を求められた場合は、業務委託完了後で 

あっても誠意をもって応じなければならない。 

(4)測量日時等は、事前に発注者、受注者協議のうえ、実施するものとする。 

(5)受注者は、神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号。）及び、逗子 

市暴力団排除条例（平成23年逗子市条例第15号。）の他、関係法令等を遵守しなけれ 

ばならない。下請負人も同様とする。 

(6)受注者は、履行上知り得た個人情報及び、秘密事項を他人に洩らしてはならない。 

(7)受注者は、履行場所内においては車内を含め、禁煙とする。 

(8)契約書､仕様書等に記載の無い事項や疑義が生じた場合は、逗子市財務規則による 



 

 

ほか、発注者、受注者双方で協議のうえ、発注者の指示によるものとする。 










